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○千歳市営住宅条例施行規則

昭和44年１月１日規則第４号

改正

昭和44年12月20日規則第35号

昭和46年５月18日規則第30号

昭和48年４月１日規則第９号

昭和50年４月１日規則第17号

昭和52年４月１日規則第15号

昭和53年２月10日規則第６号

昭和54年10月１日規則第29号

昭和55年２月25日規則第２号

昭和55年４月１日規則第７号

昭和56年４月25日規則第20号

昭和57年８月１日規則第28号

昭和58年２月26日規則第６号

平成２年10月１日規則第25号

平成３年７月１日規則第28号

平成４年５月１日規則第28号

平成５年４月１日規則第18号

平成６年４月１日規則第17号

平成７年４月１日規則第13号

平成８年４月１日規則第12号

平成９年４月１日規則第29号

平成10年４月１日規則第28号

平成10年７月13日規則第47号

平成10年９月29日規則第54号

平成11年４月１日規則第21号

平成12年３月31日規則第34号

平成12年12月29日規則第71号

平成14年４月１日規則第34号
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平成14年12月30日規則第66号

平成15年４月１日規則第18号

平成17年10月１日規則第53号

平成19年４月１日規則第22号

平成19年10月１日規則第41号

平成20年10月17日規則第46号

平成22年３月31日規則第26号

平成22年11月30日規則第43号

平成24年３月16日規則第13号

平成25年３月25日規則第８号

平成25年12月25日規則第39号

平成26年３月26日規則第16号

平成26年９月18日規則第51号

平成27年３月16日規則第６号

平成27年12月28日規則第56号

平成28年３月16日規則第６号

平成28年９月26日規則第36号

平成30年２月28日規則第３号

平成31年３月27日規則第19号

令和元年10月31日規則第44号

令和２年１月６日規則第１号

令和２年３月10日規則第２号

令和２年８月24日規則第48号

令和２年10月23日規則第53号

令和３年３月23日規則第11号

令和３年８月４日規則第39号

千歳市営住宅条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、千歳市営住宅条例（昭和43年千歳市条例第39号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。



3/86

（市営住宅及び共同施設の整備基準）

第２条 条例第３条第４項に規定する市営住宅及び共同施設の整備基準は、第２条の３から第２条

の14までに定めるところによる。

（種類、位置及び構造等）

第２条の２ 条例第３条の２に規定する市営住宅の種類、位置及び構造等は、別表のとおりとする。

（位置の選定）

第２条の３ 市営住宅及び共同施設の敷地（以下「敷地」という。）の位置は、災害の発生のおそ

れが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、

かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでな

ければならない。

（敷地の安全等）

第２条の４ 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する

土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなけ

ればならない。

２ 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなけ

ればならない。

（住棟等の基準）

第２条の５ 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するため

に必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環

境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

（住宅の基準）

第２条の６ 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

２ 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理

化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

３ 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じら

れていなければならない。

４ 住宅の構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第１条第３号に規定

する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。）及びこれと一体的に整備される部分に

は、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

５ 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすこと
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なく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

（住戸の基準）

第２条の７ 市営住宅の１戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。）

は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室

を設ける場合は、この限りでない。

２ 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及

び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な

台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される

場合にあつては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

３ 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るため

の措置が講じられていなければならない。

（住戸内の各部）

第２条の８ 住戸内の各部には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措

置が講じられていなければならない。

（共用部分）

第２条の９ 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確

保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

（附帯施設）

第２条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなけれ

ばならない。

２ 前項の附帯施設は、入居者の衛生及び利便並びに良好な居住環境の確保に支障が生じないよう

に考慮されたものでなければならない。

（児童遊園）

第２条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に

応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保するように考慮されたものでなければならない。

（集会所）

第２条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園

の配置等に応じて、入居者の利便を確保するように考慮されたものでなければならない。

（広場及び緑地）

第２条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮され
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たものでなければならない。

（通路）

第２条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日

常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理

的に配置されたものでなければならない。

２ 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けら

れていなければならない。

（入居者の資格）

第３条 条例第５条第２項の市長が別に定める者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(１) 60歳以上の者

(２) 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条第１号に規定する障害者でその障害の程度が

次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から

４級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障害（知的障害を除く。） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和

25年政令第155号）第６条第３項に規定する１級から３級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障害 ア又はイに規定する精神障害の程度に相当する程度

(３) 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項に規定する戦傷病者でその障害

の程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表の２の特別項症から第６項症まで又は同

法別表第１号表の３の第１款症のもの

(４) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定に

よる厚生労働大臣の認定を受けている者

(５) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者又は中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第１項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127

号）附則第４条第１項に規定する支援給付を含む。）を受けている者

(６) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して５年を経過していないもの

(７) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成13年法律第63号）

第２条に規定するハンセン病療養所入所者等
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(８) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号。以下こ

の号において「配偶者暴力防止等法」という。）第１条第２項に規定する被害者でア又はイの

いずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第

５条の規定による保護が終了した日から起算して５年を経過していないもの

イ 配偶者暴力防止等法第10条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当

該命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過していないもの

２ 市長は、入居の申込みをした者が条例第５条第２項ただし書又は条例第39条第１項第２号に規

定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該

職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護

の内容その他必要な事項について調査させることができる。

（入居の申込み）

第４条 条例第６条の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書（第１号様式）に、給与証

明書（第２号様式の１）又は収入報告書（第２号様式の２）を添えて行うものとする。

２ 市長は、前項の申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、同項に定め

るもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。

（入居の許可）

第４条の２ 市長は、条例第７条、条例第８条第２項又は条例第40条第２項の規定により入居者を

決定した場合は、当該決定者に対し、市営住宅入居決定書（第３号様式）を交付する。

２ 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定した場合は、当該決定者に対し、当該市営住宅

の借上期間の満了時に明渡しを要する旨の条件を付すものとする。

（入居変更の申請）

第５条 入居住宅の変更を希望する者は、市営住宅入居変更承認申請書（第４号様式）を市長に提

出しなければならない。

２ 前項の承認は、市営住宅入居変更承認書（第５号様式）による。

（請書）

第６条 条例第９条第１項の請書は、市営住宅入居請書（第６号様式）による。

第７条 削除

（入居可能日の通知）

第８条 条例第９条第４項に規定する入居可能日の通知は、市営住宅入居可能日通知書（第８号様
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式）による。

（同居者の異動届）

第９条 入居者は、出生、死亡、結婚、転出、別居等により、同居者に異動を生じたときは、速や

かに市営住宅同居者異動届（第９号様式）を市長に提出しなければならない。

（同居の申請）

第10条 条例第10条第１項の規定による同居の承認に係る申請は、市営住宅同居承認申請書（第10

号様式）による。

２ 前項の承認を受けることができる者は、入居者の３親等以内の親族とする。

３ 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、同居の承認をしないことができる。

(１) 家賃を累積して３月以上滞納しているとき。

(２) 当該承認後における収入が、公営住宅の入居者にあつては条例第５条第１項第２号に規定

する額を、改良住宅の入居者にあつては条例第29条第３項に規定する額を超えることとなると

き。

(３) 条例第24条第１項各号のいずれかに該当するとき。

(４) 条例第48条第１項各号に掲げる行為が確認されたとき。

(５) 市営住宅又は共同施設について公営住宅法（昭和26年法律第193号。以下「法」という。）

第27条第１項から第５項までの規定を遵守しないとき。

４ 第１項の承認は、市営住宅同居承認書（第11号様式）による。

（名義変更の申請）

第11条 条例第11条第１項の規定による名義変更の許可に係る申請は、市営住宅入居名義人変更許

可申請書（第12号様式）による。

２ 条例第11条第１項の規定により許可を受けた者は、市営住宅入居請書（第６号様式）を市長に

提出しなければならない。

（名義変更の許可）

第12条 条例第11条第２項に規定する名義変更の許可を受けることができる者の範囲は、名義変更

の事由の発生する際に入居名義人の同居者であつた配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関

係と同等の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。）又は高齢者、障害者等で特に居住の安定

を図る必要があるものであつて、当該事由が次のいずれかによるものであるものとする。

(１) 入居名義人の死亡

(２) 入居名義人との離婚（内縁関係及び婚姻の予定の解消を含む。）
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２ 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、名義変更

を許可しないことができる。

(１) 家賃を累積して３月以上滞納しているとき。

(２) 当該許可後における収入が公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号）第９条第１項に規定

する額を超えることとなるとき。

(３) 条例第24条第１項各号のいずれかに該当するとき。

(４) 条例第48条第１項各号に掲げる行為が確認されたとき。

(５) 市営住宅又は共同施設について法第27条第１項から第５項までの規定を遵守しないとき。

（家賃の通知）

第13条 条例第12条に規定する家賃の決定に係る通知は、市営住宅使用料納入通知書（第13号様式）

による。

２ 条例第11条第１項の規定による名義変更をした場合の家賃の額及び納期限の通知は、前項の規

定を準用する。

（家賃の納付方法）

第14条 入居者は、前条第１項の市営住宅使用料納入通知書により家賃を納付するものとする。た

だし、口座振替により納付する場合は、この限りでない。

（条例第12条第２項に規定する市長が定める数値）

第15条 条例第12条第２項に規定する市長が定める数値は、１から次に掲げる数値を全て減じたも

のとする。

(１) 公営住宅の所在する地区の固定資産税評価相当額を勘案し、０から0.15の範囲内で市長が

別に定める数値

(２) 公営住宅の附帯設備の状況から勘案し、０から0.15の範囲内で市長が別に定める数値

（家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の申請）

第16条 条例第13条又は条例第16条第４項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けよ

うとする者は、市営住宅家賃（敷金）減免申請書（第14号様式）又は市営住宅家賃（敷金）徴収

猶予申請書（第15号様式）を市長に提出し、承認を受けなければならない。

２ 前項の承認は、市営住宅家賃（敷金）減免承認書（第16号様式）又は市営住宅家賃（敷金）徴

収猶予承認書（第17号様式）による。

（家賃の減免）

第17条 条例第13条第１号の規定により家賃の減額を行う場合の当該減額後の家賃の額は、次に掲
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げる方法により算出した額（その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）と

する。

(１) 生活保護法の規定による扶助を受けている者については、家賃月額と住宅扶助月額との差

額を減じた額

(２) 前号に規定する以外の者については、その世帯の収入月額が生活保護法による当該世帯に

係る基準生活費に達しない場合であつて、その有する資産の状況を参酌しても家賃を納めるこ

とが困難な者とし、当該世帯の収入月額を生活保護法による当該世帯に係る基準生活費で除し

て得た割合（小数点第３位以下切捨てとする。）が0.5以上にあつては0.5の割合を、0.5未満に

あつてはその割合を月額家賃に乗じて得た額

(３) 前号に規定する者のうち、70歳以上の者のみで構成されている世帯又はこれらの者と18歳

未満の者のみで構成されている世帯については、前号で得られた額に0.8の割合を乗じて得た額

２ 条例第13条第２号から第４号までの規定により家賃の減額を行う場合の減額基準については、

前項の規定を準用する。

３ 条例第13条第５号の規定により家賃の減額を行う場合は、その都度減額基準及び額を決定する。

４ 家賃の免除を行う場合は、市長が別に定める。

（敷金の減免）

第18条 条例第16条第４項の規定による敷金の減免については、前条の規定を準用する。

（家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の期間）

第19条 家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の期間は、１年以内とする。ただし、市長が特別の理由

があると認める場合は、この限りでない。

（家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の取消し）

第20条 市長は、条例第13条又は条例第16条第４項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予

を受けている者について、当該減免又は当該徴収猶予の必要がないと認めるときは、当該減免又

は当該徴収猶予を取り消す。

（日割家賃の計算方法）

第21条 条例第14条第４項の日割家賃の計算方法は、月額家賃を当該月の日数で除した額に当該月

の使用日数を乗じて得た額（その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）

とする。

（延滞金の減免）

第22条 条例第15条第３項に規定する延滞金の減免は、次の各号のいずれかに該当する者について
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行うものとする。

(１) 条例第13条第１号から第４号までのいずれかに該当する者

(２) 納付義務者の責めによらない事由により、納付が遅延した者

(３) その他納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる者

２ 前項の減免を受けようとする入居者は、市営住宅延滞金減免申請書（第18号様式）を市長に提

出し、承認を受けなければならない。

３ 前項の承認は、市営住宅延滞金減免承認書（第19号様式）による。

（収入申告の方法）

第23条 条例第18条第１項に規定する収入の申告は、市営住宅収入申告書（第20号様式）に第４条

第１項に規定する給与証明書又は収入報告書のほか、必要な書類を添付して行うものとする。

（収入の認定及び更正）

第24条 条例第18条第４項の規定による収入の額の認定に係る通知は、市営住宅収入認定通知書（第

21号様式）による。

２ 入居者は、前項の通知を受けた場合において、条例第18条第５項の意見を述べようとするとき

は、通知を受けた日から14日以内に理由を付して市営住宅収入認定に対する意見申立書（第22号

様式）により意見を述べなければならない。

３ 市長は、入居者から前項の規定による意見が述べられたときは、その意見が述べられた日から

30日以内に市営住宅収入認定更正通知書（第23号様式）又は市営住宅収入認定意見棄却通知書（第

24号様式）により当該入居者に通知するものとする。

（収入超過者等に対する認定等）

第25条 条例第19条第１項の規定による収入超過者の認定に係る通知は、市営住宅収入超過認定通

知書（第25号様式）による。

２ 条例第20条第１項の規定による高額所得者の認定に係る通知は、市営住宅高額所得者認定通知

書（第26号様式）による。

３ 前条第２項及び第３項の規定は、前２項の場合において準用する。

４ 条例第19条第３項及び条例第20条第３項の規定による通知は、市営住宅収入認定更正通知書（第

23号様式）による。

（明渡しの請求）

第26条 条例第22条第１項及び条例第24条第１項の規定による市営住宅の明渡しの請求は、市営住

宅明渡し請求書（第27号様式）による。
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（条例第22条第４項に規定する市長が定める額）

第27条 条例第22条第４項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍の額とする。

（新たに整備される公営住宅への入居の申出）

第28条 条例第26条の規定による入居の申出は、公営住宅建替事業入居希望申出書（第28号様式）

による。

（割増賃料）

第29条 条例第31条第１項後段に規定する改良住宅に係る収入超過者の割増賃料の額は、同項の規

定により算出された額（10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。）とする。

（条例第35条第３項に規定する基準）

第30条 条例第35条第３項に規定する基準は、次のとおりとする。

(１) 入居者の所得が、139,000円を超えていること。

(２) 所得がある入居者のうちに、50歳未満のものがあること。

(３) 前２号の入居者の所得が、当該年の前年の所得を超えていること。

（市営住宅に関する規定の準用）

第31条 第４条の２から第24条まで、第26条及び第28条の規定は、条例第34条の規定により市営住

宅を特定公共賃貸住宅として使用させる場合について準用する。この場合において、第４条第１

項及び第23条中「収入報告書」とあるのは「所得報告書」と、第10条第３項第２号中「収入が、

公営住宅の入居者にあつては条例第５条第１項第２号」とあるのは「所得が条例第29条第３項」

と、第12条第２項第２号中「収入が公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号）第９条第１項」と

あるのは「所得が条例第35条第２項」と、第23条中「市営住宅収入申告書」とあるのは「市営住

宅所得申告書」と、同条及び第24条第１項中「収入の」とあるのは「所得の」と、第24条第１項

中「市営住宅収入認定通知書」とあるのは「市営住宅所得認定通知書」と、同条第２項中「市営

住宅収入認定に対する意見申立書」とあるのは「市営住宅所得認定に対する意見申立書」と、同

条第３項中「市営住宅収入認定更正通知書」とあるのは「市営住宅所得認定更正通知書」と、「市

営住宅収入認定意見棄却通知書」とあるのは「市営住宅所得認定意見棄却通知書」と、第26条中

「第22条第１項及び条例第24条第１項」とあるのは「第24条第１項」と読み替えるものとする。

２ 第５条から第12条まで、第14条から第22条まで及び第26条の規定は、条例第38条の規定により

公営住宅の用途を廃止して単独住宅として使用させる場合について準用する。この場合において、

第10条第３項第２号中「公営住宅の入居者にあつては条例第５条第１項第２号」とあるのは「単

独住宅の入居者にあつては条例第39条第１項第１号」と、同項第３号中「第24条第１項各号」と
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あるのは「第24条第１項各号（第１号を除く。）」と、第12条第２項第２号中「公営住宅法施行

令（昭和26年政令第240号）第９条第１項」とあるのは「条例第39条第１項第１号」と、第26条中

「第22条第１項及び条例第24条第１項」とあるのは「第24条第１項」と読み替えるものとする。

（駐車場使用者の資格）

第32条 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければなら

ない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(１) 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としているものであること。

(２) 入居者が公営住宅法第32条第１項第１号から第５号までの規定に該当していない者である

こと。

２ 入居者又は同居者が使用できる駐車場は、１住戸につき１区画とする。ただし、市長が特別の

理由があると認めるときは、この限りでない。

（駐車場使用料の申込み及び許可）

第33条 駐車場を使用しようとする者は、市営住宅駐車場使用申込書（第29号様式）を市長に提出

し、その許可を受けなければならない。

２ 市長は、前項の申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、必要な書類

の提出を求めることができる。

（駐車場使用者の決定）

第34条 市長は、前条第１項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を

超える場合においては、市長が別に定めるところにより、公正な方法で選考し、当該駐車場の使

用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者について特別の理由がある場合で、

市長が駐車場を使用させることが必要と認めるときは、この限りでない。

（駐車場使用許可書の交付）

第35条 市長は、前条の規定により駐車場の使用者を決定した場合は、当該駐車場の使用者に対し、

市営住宅駐車場使用許可書（第30号様式。第44条において「許可書」という。）を交付する。

（駐車場の使用料）

第36条 条例第44条第３項の規則で定める使用料の額は、１区画につき月額2,500円とする。

２ 条例第44条第３項の近傍同種の駐車場の使用料は、次に掲げる額の合計額を12で除して得た額

とする。

(１) 駐車場の整備に要した費用を、期間を20年とし、利率を年６分として毎年元利均等に償却

するものとして算出した額
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(２) 市長が定めるところにより算出した修繕費及び管理事務費の額

(３) 地方税法（昭和25年法律第226号）第381条第１項又は第２項に規定する土地課税台帳又は

土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格又は比準価格に100分の４を乗じて得た

額

３ 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料の徴収を

猶予することができる。

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することがで

きる。

(１) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認められるとき。

(２) 近傍同種の駐車場との使用料の均衡上必要があると認められるとき。

(３) 駐車場について改良を施したとき。

（駐車場使用料の徴収）

第37条 使用料は、市長が指定した使用可能日から駐車場の返還のあつた日まで徴収する。

２ 使用料は、毎月末日（12月にあつては25日とし、月の途中で返還した場合にあつては返還した

日とする。）までに、その月分を納付しなければならない。

３ 使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は返還した場合において、その月の使用期間が

１月に満たないときの使用料は日割使用料とし、日割使用料の計算方法は第21条の規定を準用す

る。

４ 使用者が市長に届け出ることなく駐車場の使用を中止した場合においては、市長が返還の日を

認定し、前項の規定により算出した使用料を徴収する。

（駐車場使用料の減免）

第38条 駐車場使用料は、次の各号のいずれかに該当する者について、当該各号に定める割合を減

額するものとする。

(１) 入居者又は同居者であつて身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定

により身体障害者手帳の交付を受けているもの（身体障害者福祉法施行規則別表第５号に規定

する障害の級別が４級以上のものに限る。）、療育手帳（知的障害者の福祉の充実を図るため、

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手

帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。）の交付を受けているもの

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定に

より精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの（次項に該当する者を除く。） ５割
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(２) その他市長が特に必要と認める者 その都度市長が定める割合

２ 入居者又は同居者が常時の介護を必要と認められる者で、前項第１号の身体障害者手帳、療育

手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものについては、駐車場の使用料を免除す

る。

（駐車場使用料の減免又は徴収猶予の申請）

第39条 駐車場使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免申請

書（第31号様式）又は市営住宅駐車場使用料徴収猶予申請書（第32号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。

２ 前条第１項第１号又は第２項の規定により駐車場使用料の減免を受けようとする者は、前項の

市営住宅駐車場使用料減免申請書に同号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手

帳の写しを添付しなければならない。

３ 第１項の規定による申請に対する承認は、市営住宅駐車場使用料減免承認書（第33号様式）又

は市営住宅駐車場使用料徴収猶予承認書（第34号様式）による。

（駐車場使用料の減免又は徴収猶予の期間）

第40条 駐車場使用料の減免又は徴収猶予の期間は、申請日の属する月からその月の属する年度の

３月31日までとする。ただし、減免又は徴収猶予期間中に当該減免又は徴収猶予の要件に該当し

なくなる場合は、この限りでない。

（駐車場使用料の減免又は徴収猶予の取消し）

第41条 市長は、第38条の規定により駐車場使用料の減免又は徴収猶予を受けている者について、

当該減免又は当該徴収猶予の必要がないと認めるときは、当該減免又は当該徴収猶予の承認を取

り消すものとする。

（駐車場使用料の通知）

第42条 駐車場使用料の額及び納入期日の通知は、市営住宅駐車場使用料納入通知書（第35号様式）

による。

（駐車場使用料の納入方法）

第43条 駐車場の使用者は、口座振替により納入する場合を除き、前条の市営住宅駐車場使用料納

入通知書により駐車場使用料を納入するものとする。

（使用状況変更届）

第44条 駐車場の使用者は、保管している車両の変更等により許可書の記載事項に変更を生じた場

合には、速やかに市営住宅駐車場使用状況変更届（第36号様式）を市長に提出しなければならな
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い。

（駐車場の返還）

第45条 駐車場の使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日までに市営住

宅駐車場返還届（第37号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、退去等により住宅を

明け渡した場合は、この限りでない。

（駐車場の使用許可の取消し）

第46条 条例第44条第４項の規定による駐車場の使用許可の取消し及び明渡しの請求は、市営住宅

駐車場使用許可取消通知書（第38号様式）による。

（条例第45条ただし書の規則で定める小修繕等）

第47条 条例第45条ただし書の規則で定める小修繕等は、次に掲げるものとする。

(１) 破損ガラスの入替え、鍵、電球若しくは蛍光管の取替え又は物干し台若しくは物干し竿の

取替え若しくは修理

(２) 敷地内の通路、庭及び住宅周辺の環境整備

(３) 前２号に定めるもののほか、これらに類似するもの

（修繕箇所）

第48条 入居者は、当該市営住宅に市が負担すべき修繕箇所が生じたときは、その旨を市長に報告

しなければならない。

（住宅不在の届出）

第49条 条例第48条第１項第１号の規定による届出は、市営住宅不在届（第39号様式）による。

（用途変更の申出）

第50条 条例第48条第１項第３号ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用す

る場合の承認に係る申請は、市営住宅一部用途変更申出書（第40号様式）による。

２ 前項の承認は、市営住宅一部用途変更承認書（第41号様式）による。

（用途変更の承認の基準）

第51条 前条に規定する承認の基準は、次に掲げる場合に限る。

(１) 物置の一部を風呂場に併用する場合

(２) 市営住宅の一部を小規模店舗に併用する場合

（模様替え等の申出）

第52条 条例第48条第１項第４号ただし書の規定による市営住宅の模様替え若しくは増築又は市営

住宅の敷地内に建物その他の工作物を設ける場合の承認の申請は、市営住宅模様替、増築、建物
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等設置申出書（第42号様式）による。

２ 前項の承認は、市営住宅模様替、増築、建物等設置承認書（第43号様式）による。

（模様替え等の承認基準）

第53条 前条に規定する模様替え、増築、建物等の設置は、やむを得ない事情があると認められる

ものに限り、承認するものとする。

（退去の手続）

第54条 条例第49条第１項の規定による市営住宅の退去の届出は、市営住宅退去届（第44号様式）

及び市営住宅敷金返還請求書（第45号様式）による。

２ 条例第49条第２項ただし書の規定による原状回復の免除に係る承認の申請は、市営住宅原状回

復免除申出書（第46号様式）による。

３ 前項の承認は、市営住宅原状回復免除承認書（第47号様式）による。

（住宅管理人）

第55条 条例第50条に規定する住宅管理人は、市長が指定する市営住宅又は地域に居住し、その地

域内の市営住宅（以下「所管住宅」という。）を管理するものとする。

第56条 住宅管理人は、市長が委嘱する。

２ 住宅管理人の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。

第57条 住宅管理人は、条例及びこの規則の規定並びに市長の指示に従い、かつ、市営住宅の入居

者がこれに違反しないように注意を怠つてはならない。

第58条 住宅管理人は、所管住宅又は入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長

に報告し、指示を受けなければならない。

(１) 住宅の転貸、無断入居若しくは退去又は無許可の増築、模様替え若しくは建物等の設置の

行為があつたとき。

(２) 住宅の維持管理上修繕を要する破損が生じたとき。

(３) その他報告を要すると認められる事項があるとき。

第59条 住宅管理人は、所管住宅の入居者から用途変更、模様替え、増築、建物等の設置、入居名

義人変更、同居者異動又は同居に関する申請又は届出があつたときは、その事実を調査し、意見

を付して市長に報告するものとする。

第60条 住宅管理人は、所管住宅について入居し、又は退去しようとする者があるときは、その都

度立会検査を行い、退去する者に弁償させる必要があると認めるときは、その理由を速やかに市

長に報告し、指示を受けなければならない。
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第61条 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該住宅管理人を解嘱する。

(１) 本人の願い出によりやむを得ないと認められるとき。

(２) 職務上不正の事実があつたとき。

(３) その他住宅管理人として不適当と認められるとき。

（住宅検査員の証票）

第62条 条例第51条第３項の身分を示す証票は、第48号様式による。

（指定管理者による管理）

第63条 条例第54条第１項の規定により指定管理者に市営住宅（共同施設を含む。）の管理を行わ

せる場合にあつては、第３条第２項、第４条第２項、第５条第１項、第９条、第11条第２項、第

33条第２項、第39条第１項、第44条、第45条、第48条並びに第56条から第61条までの規定中「市

長」とあるのは「指定管理者」と、第４条の２、第24条第３項及び第35条中「市長は、」とある

のは「指定管理者は、市長が」と、第16条第１項及び第22条第２項中「市長に提出し、」とある

のは「指定管理者に提出し、市長の」と、第33条第１項中「市長に提出し、その」とあるのは「指

定管理者に提出し、市長の」と、第37条第４項中「市長に」とあるのは「指定管理者に」と、第

48条中「市が」とあるのは「指定管理者が」とする。

（審議会）

第64条 条例第57条第１項の千歳市営住宅審議会（次条及び第66条において「審議会」という。）

は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

２ 会長は、必要に応じて関係する市の職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

（庶務）

第65条 審議会の庶務は、市営住宅担当課において行う。

（委任）

第66条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。

（補則）

第67条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の規定は、昭和44年４月１日から施行する。

附 則（昭和44年12月20日規則第35号）

この規則は、公布の日から施行する。
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附 則（昭和46年５月18日規則第30号）

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年４月１日から適用する。

附 則（昭和48年４月１日規則第９号）

この規則は、昭和48年４月１日から施行する。

附 則（昭和50年４月１日規則第17号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和52年４月１日規則第15号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和53年２月10日規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和54年10月１日規則第29号）

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 千歳市営住宅条例の一部を改正する条例（昭和54年千歳市条例第19号）附則第２項の規定によ

り、千歳市営住宅審議会委員となつた委員の任期は、第29条の規定にかかわらず、この規則の規

定による改正前の千歳市営住宅条例施行規則に定める千歳市営住宅入居者選考委員会委員の残任

期間とするものとする。

附 則（昭和55年２月25日規則第２号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和55年４月１日規則第７号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和56年４月25日規則第20号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和57年８月１日規則第28号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和58年２月26日規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２年10月１日規則第25号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成３年７月１日規則第28号）

この規則は、公布の日から施行する。
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附 則（平成４年５月１日規則第28号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成５年４月１日規則第18号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成６年４月１日規則第17号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成７年４月１日規則第13号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成８年４月１日規則第12号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成９年４月１日規則第29号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 公営住宅法の一部を改正する法律（平成８年法律第55号）による改正前の公営住宅法の規定に

基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年３月31日までの間は、この規則

による改正後の千歳市営住宅条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）第９条から第12条、

第28条から第30条及び第33条から第36条までの規定は適用せず、この規則による改正前の千歳市

営住宅条例施行規則（以下「改正前の規則」という。）第９条、第10条、第24条及び第27条の規

定は、なお、その効力を有する。

３ 改正後の規則第９条から第12条及び第28条から第30条までの規定による家賃の決定又は減免の

決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にか

かわらず、平成10年３月31日以前においても、改正後の規則の例によりすることができる。

４ 平成10年４月１日以前に改正前の規則によってした請求、手続その他の行為は、改正後の規則

の相当規定によってしたものとみなす。

附 則（平成10年４月１日規則第28号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成10年７月13日規則第47号）

この規則は、平成10年10月１日から施行する。

附 則（平成10年９月29日規則第54号）
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この規則は、平成10年10月１日から施行する。

附 則（平成11年４月１日規則第21号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成12年３月31日規則第34号）

この規則は、平成12年４月１日から施行する。

附 則（平成12年12月29日規則第71号）

この規則は、平成13年１月６日から施行する。

附 則（平成14年４月１日規則第34号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成14年12月30日規則第66号抄）

（施行期日）

１ この規則は、平成15年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市規則の各規定により作成されている

様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則（平成15年４月１日規則第18号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成17年10月１日規則第53号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成19年４月１日規則第22号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成19年10月１日規則第41号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市営住宅条例施行規則の規定により作

成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則（平成20年10月17日規則第46号）

この規則は、平成20年11月１日から施行する。

附 則（平成22年３月31日規則第26号）
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この規則は、平成22年４月１日から施行する。

附 則（平成22年11月30日規則第43号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成24年３月16日規則第13号）

（施行期日）

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。ただし、別表の改正規定、第18号様式の改正規

定及び第44号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前に56歳以上の者に係る入居者の資格については、この規則による改正後

の千歳市営住宅条例施行規則第３条第１項第１号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市営住宅条例施行規則の規定により作

成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則（平成25年３月25日規則第８号）

（施行期日）

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市営住宅条例施行規則の規定により作

成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則（平成25年12月25日規則第39号）

この規則は、平成26年１月３日から施行する。

附 則（平成26年３月26日規則第16号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市営住宅条例施行規則の規定により作

成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則（平成26年９月18日規則第51号）

この規則は、平成26年10月１日から施行する。

附 則（平成27年３月16日規則第６号）

（施行期日）
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１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千歳市営住宅条例施行規則の規定により作成

されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則（平成27年12月28日規則第56号）

（施行期日）

１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に第１条から第11条までの規定による改正前の千歳市税条例施行規則、

千歳市生活保護法施行細則、千歳市子ども医療費助成条例施行規則、千歳市未熟児養育医療給付

に関する規則、千歳市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、

千歳市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、千歳市児童福祉

法施行細則、千歳市助産施設条例施行規則、千歳市訪問給食サービス事業実施規則、千歳市国民

健康保険条例施行規則及び千歳市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式について

は、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則（平成28年３月16日規則第６号）

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の千歳市営住宅条例施行規則第18条第１号の規定は、この規則の施行の

日以後に市営住宅を退去する入居者に係る小修繕等について適用し、同日前に市営住宅を退去し

た入居者に係る小修繕等については、なお従前の例による。

附 則（平成28年９月26日規則第36号）

この規則は、平成28年10月１日から施行する。

附 則（平成30年２月28日規則第３号）

この規則は、平成30年３月１日から施行する。

附 則（平成31年３月27日規則第19号）

（施行期日）

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。

（経過措置）
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２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千歳市営住宅条例施行規則の規定により作成

されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則（令和元年10月31日規則第44号）

この規則は、令和元年11月１日から施行する。

附 則（令和２年１月６日規則第１号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和２年３月10日規則第２号）

（施行期日）

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千歳市営住宅条例施行規則の規定により作成

されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則（令和２年８月24日規則第48号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和２年10月23日規則第53号）

この規則は、令和２年10月30日から施行する。

附 則（令和３年３月23日規則第11号抄）

（施行期日）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千歳市規則の各規定により作成されている様

式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則（令和３年８月４日規則第39号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千歳市営住宅条例施行規則の規定により作成

されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。



24/86

別表（第２条の２関係）

公営住宅

建設年度 位置 構造 型式 戸数

昭和40年度 富丘４丁目 簡易耐火平家建 ２ＤＫ 46

昭和40年度 富丘４丁目 簡易耐火２階建 ３ＬＤＫ ４

昭和41年度 富丘３・４丁目 簡易耐火平家建 ２ＤＫ 70

昭和41年度 富丘４丁目 簡易耐火２階建 ３ＬＤＫ ８

昭和42年度 富丘３・４丁目 簡易耐火平家建 ２ＤＫ 90

昭和42年度 富丘４丁目 簡易耐火２階建 ３ＬＤＫ ８

昭和43年度 富丘３・４丁目 簡易耐火平家建 ２ＤＫ 44

昭和43年度 富丘３・４丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 28

昭和43年度 富丘３・４丁目 簡易耐火平家建 ４ＬＤＫ 19

昭和43年度 富丘４丁目 簡易耐火２階建 ３ＬＤＫ ８

昭和44年度 富丘２・３・４丁目 簡易耐火平家建 ２ＤＫ 70

昭和44年度 富丘３・４丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 24

昭和44年度 富丘４丁目 簡易耐火２階建 ３ＬＤＫ ８

昭和45年度 富丘２・３・４丁目 簡易耐火平家建 ２ＤＫ 44

昭和45年度 富丘２・３・４丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 10

昭和45年度 富丘４丁目 簡易耐火２階建 ３ＬＤＫ ４

昭和48年度 支笏湖温泉番外地 簡易耐火２階建 ３ＤＫ 10

昭和49年度 弥生２丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 32

昭和49年度 弥生２丁目 簡易耐火２階建 ３ＤＫ 18

昭和49年度 弥生２丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ／４

ＤＫ

20

昭和50年度 弥生２丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 48

昭和50年度 寿１丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ ８

昭和50年度 寿１丁目 簡易耐火２階建 ３ＤＫ 12

昭和50年度 弥生１丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 32

昭和51年度 寿１丁目 簡易耐火２階建 ３ＤＫ ４
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昭和51年度 寿３丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 12

昭和52年度 弥生１丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 12

昭和52年度 寿１丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ ２

昭和52年度 弥生１丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ／４

ＤＫ

14

昭和53年度 弥生１・２丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 26

昭和53年度 寿３丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 24

昭和53年度 支笏湖温泉番外地 簡易耐火２階建 ３ＤＫ ６

昭和54年度 若草４丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 50

昭和55年度 若草４丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 27

昭和56年度 若草４丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 10

昭和57年度 若草４丁目 簡易耐火平家建 ３ＤＫ 10

昭和59年度 新富１丁目 中層耐火４階建 ２ＤＫ ８

昭和59年度 新富１丁目 中層耐火４階建 ２ＬＤＫ 20

昭和59年度 新富１丁目 中層耐火４階建 ３ＬＤＫ 36

昭和60年度 新富３丁目 中層耐火４階建 ２ＤＫ ８

昭和60年度 新富３丁目 中層耐火４階建 ２ＬＤＫ 16

昭和60年度 新富３丁目 中層耐火４階建 ３ＬＤＫ 24

昭和61年度 新富３丁目 中層耐火４階建 ２ＤＫ ８

昭和61年度 新富３丁目 中層耐火４階建 ２ＬＤＫ 16

昭和61年度 新富３丁目 中層耐火４階建 ３ＬＤＫ 16

昭和62年度 新富２丁目 中層耐火４階建 ２ＬＤＫ ８

昭和62年度 新富２丁目 中層耐火４階建 ３ＬＤＫ 24

昭和63年度 新富２丁目 中層耐火４階建 ２ＤＫ ８

昭和63年度 新富２丁目 中層耐火４階建 ２ＬＤＫ 16

昭和63年度 新富２丁目 中層耐火４階建 ３ＬＤＫ 32

平成元年度 新富２丁目 中層耐火４階建 ２ＬＤＫ ８

平成元年度 新富２丁目 中層耐火４階建 ３ＬＤＫ ８

平成２年度 新富２丁目 中層耐火４階建 ２ＤＫ ８
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平成２年度 新富２丁目 中層耐火４階建 ２ＬＤＫ ８

平成２年度 新富２丁目 中層耐火４階建 ３ＬＤＫ ８

平成３年度 高台３丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ ５

平成３年度 高台３丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 18

平成３年度 高台３丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 18

平成４年度 高台３丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ ２

平成４年度 高台３丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 18

平成４年度 高台３丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 20

平成５年度 高台３丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ ４

平成５年度 高台３丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 26

平成５年度 高台３丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 30

平成６年度 高台３丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ ２

平成６年度 高台３丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 13

平成６年度 高台３丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 15

平成６年度 支笏湖温泉番外地 中層耐火３階建 ２ＤＫ ３

平成６年度 支笏湖温泉番外地 中層耐火３階建 ２ＬＤＫ ６

平成６年度 支笏湖温泉番外地 中層耐火３階建 ３ＬＤＫ 12

平成８年度 高台３丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ ２

平成８年度 高台３丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 13

平成８年度 高台３丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 15

平成９年度 新富３丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ 20

平成９年度 新富３丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 32

平成９年度 新富３丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ ８

平成９年度 豊里５丁目 木造２階建 ２ＬＤＫ ８

平成10年度 新富３丁目 中層耐火４階建 １ＬＤＫ 12

平成10年度 新富３丁目 中層耐火４階建 ２ＬＤＫ 20

平成10年度 花園７丁目 高層耐火10階建 １ＬＤＫ 20

平成10年度 花園７丁目 高層耐火10階建 ２ＬＤＫ 22

平成10年度 花園７丁目 高層耐火10階建 ３ＬＤＫ 18
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平成12年度 花園７丁目 高層耐火10階建 １ＬＤＫ 20

平成12年度 花園７丁目 高層耐火10階建 ２ＬＤＫ 22

平成12年度 花園７丁目 高層耐火10階建 ３ＬＤＫ 18

平成13年度 花園７丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ ５

平成13年度 花園７丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 11

平成13年度 花園７丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ ４

平成14年度 花園７丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ ８

平成14年度 花園７丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 13

平成14年度 花園７丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ ７

平成15年度 花園４丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ 10

平成15年度 花園４丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 25

平成15年度 花園４丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 15

平成16年度 花園７丁目 高層耐火６階建 １ＬＤＫ 12

平成16年度 花園７丁目 高層耐火６階建 ２ＬＤＫ 13

平成16年度 花園７丁目 高層耐火６階建 ３ＬＤＫ 11

平成17年度 新富２丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ 15

平成17年度 新富２丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 27

平成17年度 新富２丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 18

平成18年度 新富２丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ 15

平成18年度 新富２丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 27

平成18年度 新富２丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 18

平成19年度 新富２丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ 15

平成19年度 新富２丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 27

平成19年度 新富２丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 18

平成20年度 新富２丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ 15

平成20年度 新富２丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 11

平成20年度 新富２丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ ４

平成20年度 末広４丁目 中層耐火５階建 ２ＤＫ 20

平成20年度 末広４丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ １
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平成20年度 末広４丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ ４

平成20年度 末広８丁目 中層耐火５階建 ２ＤＫ 15

平成20年度 末広８丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ １

平成20年度 末広８丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ ４

平成22年度 末広７丁目 中層耐火５階建 ２ＤＫ 25

平成22年度 末広７丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ １

平成22年度 末広７丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ ９

平成20年度 清水町３丁目 高層耐火10階建 １ＬＤＫ 18

平成20年度 清水町３丁目 高層耐火10階建 ２ＬＤＫ 15

平成20年度 清水町３丁目 高層耐火10階建 ３ＬＤＫ 17

平成21年度 緑町２丁目 中層耐火５階建 ２ＤＫ 20

平成21年度 緑町２丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 22

平成21年度 緑町２丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 18

平成23年度 緑町２丁目 中層耐火５階建 ２ＤＫ 20

平成23年度 緑町２丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 22

平成23年度 緑町２丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 18

平成28年度 緑町２丁目 中層耐火５階建 ２ＤＫ 20

平成28年度 緑町２丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ 42

平成28年度 緑町２丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 18

平成29年度 幸町１丁目 中層準耐火３階建 ２ＬＤＫ 12

令和元年度 幸町３丁目 中層耐火５階建 １ＬＤＫ ８

令和元年度 幸町３丁目 中層耐火５階建 ２ＬＤＫ ５

令和元年度 幸町３丁目 中層耐火５階建 ３ＬＤＫ 10

令和元年度 幸町５丁目 準耐火２階建 １ＬＤＫ ５

令和元年度 幸町５丁目 準耐火２階建 ２ＬＤＫ ３

令和２年度 みどり台南１丁目 木造２階建 １ＬＤＫ ３

令和２年度 みどり台南１丁目 木造２階建 ２ＬＤＫ ７

改良住宅

建設年度 位置 構造 型式 戸数
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昭和41年度 東雲町３丁目 中層耐火４階建 ２ＤＫ 24

昭和42年度 東雲町３丁目 中層耐火４階建 ２ＤＫ 24

昭和43年度 東雲町３丁目 中層耐火４階建 ２ＤＫ 24

昭和44年度 東雲町３丁目 中層耐火４階建 ２ＤＫ 24

単独住宅

建設年度 位置 構造 型式 戸数

昭和48年度 支笏湖温泉番外地 簡易耐火２階建 ３ＤＫ 10
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第１号様式（第４条関係）
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第２号様式の１（第４条、第23条関係）
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第２号様式の２（第４条、第23条関係）
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第３号様式（第４条の２関係）
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第４号様式（第５条関係）
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第５号様式（第５条関係）
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第６号様式（第６条、第11条関係）
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第７号様式 削除

第８号様式（第８条関係）
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第９号様式（第９条関係）
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第10号様式（第10条関係）
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第11号様式（第10条関係）
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第12号様式（第11条関係）
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第13号様式（第13条関係）
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第14号様式（第16条関係）
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第15号様式（第16条関係）
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第16号様式（第16条関係）
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第17号様式（第16条関係）
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第18号様式（第22条関係）
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第19号様式（第22条関係）
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第20号様式（第23条関係）
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第21号様式（第24条関係）
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第22号様式（第24条関係）
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第23号様式（第24条関係）
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第24号様式（第24条関係）
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第25号様式（第25条関係）
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第26号様式（第25条関係）
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第27号様式（第26条関係）
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第28号様式（第28条関係）
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第29号様式（第33条関係）
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第30号様式（第34条関係）
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第31号様式（第39条関係）
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第32号様式（第39条関係）



68/86

第33号様式（第39条関係）
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第34号様式（第39条関係）
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第35号様式（第42条関係）
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第36号様式（第46条関係）
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第37号様式（第45条関係）
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第38号様式（第46条関係）
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第39号様式（第49条関係）
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第40号様式（第50条関係）
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第41号様式（第50条関係）
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第42号様式（第52条関係）
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第43号様式（第52条関係）
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第44号様式（第54条関係）
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第45号様式（第54条関係）
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第46号様式（第54条関係）
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第47号様式（第54条関係）
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第48号様式（第62条関係）


